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再生紙を使用しています。

読
者
の

　
つ
ぶ
や
き

○
12
年
前
の
新
潟
中
越
沖
地

震
、
24
年
前
の
阪
神
淡
路
大
震

災
。
ど
ち
ら
も
亥
年
だ
っ
た
ん

だ
な
ー
と
思
う
と
、
今
年
は
た

だ
た
だ
災
害
の
な
い
こ
と
を
祈

る
ば
か
り
で
す
。

草
野
さ
ゆ
り
さ
ん

（
守
口
保
健
所
）

○
久
々
の
応
募
で
す
。
年
々
仕

事
に
余
裕
が
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
気
が
し
ま
す
。
少
し
前
ま

で
は
昼
休
み
に
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド

解
い
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
寸

暇
を
惜
し
ん
で
仕
事
を
し
て
い

ま
す
（
汗
）

匿
名
希
望

○
電
話
交
換
室
の
カ
ー
ペ
ッ
ト

の
張
替
え
が
あ
り
、
明
る
い
職

場
に
な
り
ま
す
。

石
津
香
さ
ん

（
泉
北
府
税
事
務
所
）

○
昨
年
末
、
９
月
に
生
ま
れ
た

初
孫
が
東
京
か
ら
帰
省
し
、
久

し
ぶ
り
の
育
児
を
楽
し
み
ま
し

た
。
30
年
前
、
長
男
の
ひ
ど
か

っ
た
夜
泣
き
が
、
産
休
明
け
で

共
同
保
育
所
に
預
け
た
と
た
ん

な
く
な
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
く

思
い
出
し
ま
し
た
。

お
ー
ち
ゃ
ん

（
な
に
わ
北
府
税
事
務
所
）

○
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
、
風
疹
、
麻
疹
と
感
染

症
対
応
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
し
っ
か
り
手
洗
い
、

マ
ス
ク
で
予
防
を
！

新
海
直
子
さ
ん

（
藤
井
寺
保
健
所
）

　カギを解き、二重ワクに入る文字を
アルファベット順に並べてできる言葉
は何でしょう。

クロスワードクイズ

【解　答】

　正解者の中から抽選で５人の方に図書カード（1000円分）
を進呈します。①解答②お名前③支部分会職場名④最近ので
きごとやメッセージを書いて、府職労本部まで、届けて下さい
（はがき、メールやファックスも可）。当選者は、３月号で発表
します。メッセージは、つぶやきに採用させていただくこと
がありますので、匿名希望の方は、その旨お書き添え下さい。

応　　募　府職労本部まで
締め切り　３月６日（水）　

新年号の解答と当選者
ウリボウ（瓜坊＝イノシシの子）

当　選　者

タ
テ
の
キ
ー
♡

①
そ
の
通
り
。
私
も
―
―
だ

②
釣
り
人

③
酔
っ
て
―
―
を
ま
く

⑤
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
略

⑥
本
人
に
代
わ
っ
て
納
め
る

⑦�

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
、
ア
ル

ペ
ン
な
ど
が
あ
る

⑨�

―
―
法
で
残
っ
た
選
択
肢

⑬
配
偶
者
の
兄
弟
姉
妹

⑮�

臓
物
の
略
。
―
―
鍋

⑯
―
―
良
可
の
三
段
階
評
価

⑰�

山
に
自
生
す
る
野
菜

⑱
国
政
を
問
う
夏
の
―
―
選

⑲
老
木

��

事
と
―
―
に
よ
っ
て
は
…

�
彼
は
そ
の
道
の
―
―
だ

�
―
―
晴
ら
し

ヨ
コ
の
キ
ー
♢

①
船
の
建
造
・
修
理
施
設

④
地
域
気
象
観
測
シ
ス
テ
ム

⑧
い
ま
―
―
中
の
若
手
俳
優

⑩
国
会
は
い
ま
―
―
中
で
す

⑪
こ
れ
で
―
―
借
り
な
し
だ

⑫
タ
テ
糸
と
―
―
糸

⑭
イ
エ
ス
の
対

⑮
性
質
の
荒
々
し
い
肉
食
獣

⑰
極
め
て
急
ぐ
こ
と

⑲
―
―
屋
の
白
袴

⑳
―
―
の
東
西
を
問
わ
ず

�
国
民
に
―
―
を
問
う

�
観
音
―
―

�
―
―
も
と
暗
し

��

建
造
物
を
支
え
る
た
め
の
基

礎
工
事

�
署
名
。
書
類
に
―
―
す
る

三谷　友紀（富田林保健所）
松本　光央（下水道室）
三浦　裕子（吹田保健所）
藤枝　道子（急性期・総合医療センター）
福永　良一（下水道室）
西尾　尚芳（循環型社会推進室）
久保　勇二（下水道室）
藤原　亮介（農政室）
近藤　哲哉（下水道室）
尾崎　典子（八尾土木事務所）
松浦　直美（保健医療室）
松島　美穂（藤井寺保健所）
伏尾智栄子（豊能府税事務所）
高橋　幹子（八尾土木事務所）
福元　真生（学校総務サービス課）

１
０
０
０
円
分
の
図
書
カ
ー
ド

５000円分の図書カード

寶來　徳子（寝屋川保健所）

　

２
月
18
日
、
府
当
局
は
府
職

労
に
対
し
「
非
常
勤
職
員
の
結

婚
休
暇
の
新
設
に
つ
い
て
」
を

提
案
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
府

職
労
が
求
め
て
い
た
要
求
が
実

現
し
ま
し
た
。

　

提
案
で
は
、
有
給
の
特
別
休

暇
と
し
て
、
５
日
以
内
で
必
要

非
常
勤
職
員
に
も

結
婚
休
暇

要求
実現

上
」
と
の
条
件
を
付

与
し
て
い
ま
す
が
、

平
成
32
年
４
月
１
日

以
降
は
こ
れ
ら
の
付

与
条
件
を
他
の
特
別

休
暇
と
同
様
に
廃
止

す
る
と
し
て
い
ま

す
。

と
認
め
る
期
間
の
結
婚
休
暇
を

取
得
で
き
る
と
し
、
取
り
扱
い

は
常
勤
職
員
と
同
様
と
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
施
行
期
日
に
つ
い
て

は
、
平
成
31
年
４
月
１
日
と

し
、
当
初
は
対
象
職
員
を
「
週

29
時
間
以
上
ま
た
は
週
５
日
以

「
や
む
を
得
な
い
事
情
」で

規
制
を
曖
昧
に
す
る
な

　

提
案
で
は
、
時
間
外
勤
務
命

令
の
上
限
時
間
に
つ
い
て
「
月

45
時
間
以
下
」「
年
３
６
０
時

間
以
下
」
を
基
本
と
し
て
い
ま

す
が
、「
通
常
予
見
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
業
務
や
そ
の
他
の

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
生

じ
る
業
務
の
比
重
が
高
い
部
署

に
勤
務
す
る
職
員
」
に
つ
い
て

は
「
月
１
０
０
時
間
未
満
」

「
年
７
２
０
時
間
」「
２
～
６

ヶ
月
の
月
平
均
80
時
間
」「
45

時
間
を
超
え
る
月
が
年
６
ヶ
月

以
内
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
上
限
時
間
の
特
例

と
し
て
、
特
例
業
務
（
天
災
そ

の
他
非
常
災
害
、
突
発
的
な
事

件
・
事
故
、
公
務
上
真
に
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
る
重
要
な

業
務
で
あ
っ
て
特
に
緊
急
に
処

理
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
）

が
あ
る
場
合
は
、
上
限
規
制
を

適
用
し
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
「
や
む
を
得
な
い

事
情
」
や
「
特
例
業
務
」
の
具

体
的
内
容
に
つ
い
て
は
「
別
途

示
し
た
い
」
と
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
業
務
が
拡
大
さ

れ
れ
ば
、
上
限
規
制
そ
の
も
の

が
曖
昧
に
な
り
、
実
効
性
の
な

い
も
の
と
な
る
可
能
性
も
危
惧

さ
れ
ま
す
。

　

今
回
の
「
時
間
外
勤
務
の
上

限
規
制
」
提
案
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ま
で
の
「
上
限
目
標
」
が
、

人
事
委
員
会
規
則
に
よ
る
「
上

限
規
制
」
と
し
て
遵
守
す
る
義

務
が
生
じ
、
府
当
局
の
使
用
者

と
し
て
の
責
任
は
い
っ
そ
う
重

要
で
す
。

　

こ
の
間
、
職
員
が
削
減
さ
れ

　
　
　　

２
月
18
日
、
府
当
局
は
府
労
組
連
に
対
し
「
時
間
外
勤

務
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
」
を
提
案
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
国
の
「
働
き
方
改
革
」
に
も
と
づ
き
、
労
働

時
間
の
上
限
規
制
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
人
事
委

員
会
規
則
を
改
正
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
実
施
時
期
は

２
０
１
９
年
４
月
１
日
と
し
、
協
議
期
限
を
２
０
１
９
年

３
月
18
日
と
し
て
い
ま
す
。

時間外勤務の上限規制について（提案）
１　提案理由

　職員の健康保持や人材確保の観点等
から長時間労働を是正するため、人事
院規則の改正に伴う時間外勤務を命ず
る時間及び月数の上限等を定める。

２　提案内容

（１）対象職員
・常勤職員（臨時的任用職員を含む）
・育児短時間勤務職員
・任期付短時間勤務職員
・再任用短時間勤務職員
・一般職非常勤職員　
・�特別職非常勤職員（学校に勤務する
者を除く）

（２）時間外勤務命令の上限時間関係
　職員に時間外勤務を命ずる場合に
は、次の①②に掲げる職員の区分に応
じ、それぞれ当該各号に定める時間及
び月数の範囲内で必要最小限の時間外
勤務を命ずるものとする。
①�　②に規定する部署以外の部署に勤
務する職員

　　・�１箇月において時間外勤務を命
ずる時間について45時間

　　・�１年において時間外勤務を命ず

る時間について360時間
②�　通常予見することのできない業務
量の大幅な増加その他のやむを得な
い事情により生じる業務の比重が高
く、臨時的に前号の限度時間を超え
て勤務させる必要があるとして任命
権者が指定する部署に勤務する職員

　　・�１箇月において時間外勤務を命
ずる時間について100時間未満

　　・�１年において時間外勤務を命ず
る時間について720時間

　　・�２から６箇月の期間において時
間外勤務を命ずる時間の１箇月
当たりの平均時間について80時
間

　　・�１年のうち１箇月において45時
間を超えて時間外勤務を命ずる
月数について６箇月

（３）上限時間の特例関係
　特例業務（天災その他非常災害、突
発的な事件・事故、公務上真にやむを
得ない事情による重要な業務であって
特に緊急に処理することを要するも
の）は（２）①②を適用しない。

３　実施時期　平成31年４月１日

４　協議期限　平成31年３月18日

長時間労働の是正には
職員増が必要不可欠

職員増にも触れない時間外勤務規制では不十分

時間外勤務の
上限規制を
提案

○
年
末
年
始
で
家
族
と
ゆ
っ
く

り
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
改
め

て
「
家
族
愛
」
を
実
感
し
ま
し

た
。
目
指
せ
定
時
退
庁
！

藤
原
亮
介
さ
ん
（
農
政
室
）

○
人
員
が
減
っ
て
い
く
中
、
私

た
ち
の
労
働
環
境
は
悪
化
の
一

途
を
た
ど
る
ば
か
り
で
す
が
、

私
た
ち
の
要
求
を
実
現
で
き
る

よ
う
に
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

直
接
的
な
お
手
伝
い
は
出
来
て

い
ま
せ
ん
が
応
援
し
て
い
ま
す

の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

近
藤
哲
哉
さ
ん
（
下
水
道
室
）

続
け
た
結
果
、
恒
常
的
な
時
間

外
勤
務
・
長
時
間
労
働
が
深
刻

な
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
時

間
外
勤
務
の
上
限
を
規
制
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
職
員
数

を
増
や
す
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
す
。

　

府
当
局
は
、
細
部
事
項
な
ど

「
要
綱
」案
を
示
し
た
上
で
、
必

要
な
協
議
を
行
う
と
し
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
、
職
場
実
態
を

ふ
ま
え
、実
効
あ
る「
時
間
外
勤

務
の
上
限
規
制
」
の
実
施
に
向

け
て
、
交
渉
を
強
化
し
ま
す
。


